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　○ 公的年金等特別控除の廃止�
　　公的年金受給者について、特別控除（１７万円）が廃止�
　　されます。�
　○ 給与所得特別控除の廃止�
　　給与所得者について、特別控除（上限２万円）が廃止さ�
　　れます。�
　○ 青色専従者給与等控除の適用�
　　青色専従者給与等が必要経費に算入されます。�
　○ 長期譲渡所得等特別控除の適用�
　　譲渡の目的等に応じて控除が行われるようになります。�
　医療費の増加�
　　その要因としては�
　　①加入者の増加　②１人当たり診療費の増加などが考えられる。�

今
回
の
条
例
改
正
で

保
険
料
が
４
０
０
円

ア
ッ
プ
し
て
３
１
０
０
円
と

な
る
が
、
そ
の
根
拠
は
。
基

金
の
活
用
に
よ
り
保
険
料
の

伸
び
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
か
。
�
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A
基
金
に
よ
り
今
回
の

引
き
上
げ
を
抑
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
�
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保
険
料
基
準
額
の
４
０
０
円

引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、
積

算
基
礎
と
な
る
今
後
３
年
間

の
給
付
費
を
７０
億
２
６
０
０
万
円
と

見
込
ん
で
い
る
。
第
１
期
の
給
付
費

の
計
画
値
は
５９
億
９
０
０
０
万
円
で

上
昇
率
は
１
７
・
３
％
で
あ
る
。
こ

の
給
付
費
の
伸
び
が
積
算
基
礎
と
な

る
こ
と
か
ら
保
険
料
基
準
額
も
引
き

上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
給
付
費
の
伸

び
に
つ
い
て
は
給
付
の
対
象
と
な
る

要
介
護
認
定
者
の
増
加
に
加
え
、
在

宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
率
の
上
昇
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
�

　
基
金
取
り
崩
し
に
つ
い
て
は
介
護

保
険
事
業
計
画
策
定
委
員
会
等
で
も

検
討
さ
れ
た
が
、
給
付
費
の
伸
び
が

第
１
期
と
第
２
期
の
計
画
比
で
１
７

・
３
％
の
増
と
な
る
の
に
対
し
、
第

１
期
の
実
績
見
込
額
は
５１
億
３
０
０

０
万
円
で
こ
れ
を
も
と
に
上
昇
率
を

算
出
す
る
と
３
６
・
８
％
と
な
る
。

こ
の
上
昇
率
で
今
後
３
年
間
推
移
す

る
と
仮
定
す
れ
ば
第
３
期
で
は
３
６

・
８
％
の
保
険
料
引
き
上
げ
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
今
年
度
実

施
さ
れ
た
医
療
制
度
改
革
な
ど
の
医

療
保
険
か
ら
介
護
保
険
へ
の
移
行
者

の
増
加
を
招
く
制
度
改
革
も
今
後
実

施
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
保

険
料
の
額
の
急
激
な
引
き
上
げ
に
対

す
る
平
準
化
を
維
持
で
き
る
よ
う
基

金
取
り
崩
し
は
行
っ
て
い
な
い
。
�

平
成
１４
年
度
の
決
算
見
込
み

で
は
繰
越
金
も
見
込
め
ず
、

平
成
１４
年
度
末
で
２
億
２
６
０
０
万

円
の
歳
入
不
足
が
生
じ
る
と
推
定
さ

れ
る
。
国
か
ら
保
険
給
付
の
５
％
を

基
金
と
し
て
残
す
よ
う
指
導
が
あ
り
、

現
在
の
基
金
か
ら
は
１
億
円
し
か
取

り
崩
し
が
で
き
な
い
。
こ
の
結
果
１

億
２
６
０
０
万
円
の
歳
入
不
足
に
つ

い
て
、
国
民
健
康
保
険
税
で
賄
う
よ

う
税
率
変
更
し
て
い
る
。
�

A
定
員
が
１０
人
に
満
た

な
い
場
合
や
３５
人
を

超
え
た
場
合
の
取
り
扱
い

は
。
�

　
保
育
料
の
算
定
根
拠
は
。
�

Ｑ�

平
成
１５
年
３
月
議
会
で
条
例
、

予
算
に
つ
い
て
上
程
し
て
い

る
た
め
、
十
分
な
募
集
期
間
を
設
定

で
き
な
い
た
め
、
平
成
１５
年
度
に
限
り
、

入
園
希
望
者
が
１０
名
に
満
た
な
く
て

も
特
例
と
し
て
実
施
す
る
。
ま
た
入

園
希
望
者
が
３５
名
を
超
え
た
場
合
は
、

原
則
と
し
て
、
家
庭
状
況
、
保
護
者

の
勤
務
状
況
等
、
申
込
書
に
記
載
さ

れ
た
内
容
に
よ
り
優
先
順
位
を
決
定

す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
学
童
保

育
の
実
施
場
所
が
小
学
校
で
も
あ
る

こ
と
か
ら
送
迎
で
は
な
く
自
力
通
所

で
送
迎
は
行
わ
れ
な
い
。
�

　
保
育
料
６
０
０
０
円
の
算
定
根
拠

は
国
庫
補
助
に
よ
る
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
に
よ
り
学
童
保
育
事
業

を
育
実
施
す
る
た
め
、
学
童
保
育
に

係
る
人
件
費
か
ら
国
、
市
補
助
金
を

差
し
引
き
学
童
保
育
に
要
す
る
１
時

間
あ
た
り
の
単
価
を
割
り
出
す
と
２

０
６
０
円
と
な
り
、
平
日
の
学
童
保

育
実
施
時
間
が
約
３
時
間
で
あ
り
そ

れ
を
基
準
に
設
定
し
て
い
る
。
�

加
西
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
�

介護保険の主な改正�

・介護保険料（月額基準額）3100円�
　に変ります。（平成17年3月まで）�
・市民税非課税世帯のうち、特に生活�
　困窮者と認められる方は介護保険料�
　を減免します。�

国民健康保険税の主な改正�

今まで� 平成１５年度以降�
�

医療分�
�

所得割� 7.00% 8.00%
均等割（人数割）� 25,000円�

�
26,000円�

�平等割（世帯割）� 29,000円�
�

29,000円�

介護分�
�

所得割� 0.74% 1.00%
均等割（人数割）� 5,300円�

�
6,100円�

�平等割（世帯割）� 3,100円�
�

3,600円�

（４０歳以上６４歳未満の方）�

さらに�

６５歳以上の人（第１号被保険者）の
保険料は市町の高齢者の数やサー
ビス整備状況などに応じて３年毎に
改正します。その基準額をもとに、
低所得の人に過重な負担とならな
いよう、所得段階別の保険料が決め
られます。�
平成１２年に介護保険がはじまり、最
初の３年間は２７００円でしたが、今後
３年間は高齢化の伸展と施設入所者
の増加などにより、給付費
が３年間で約７０億３千万に
なることが予測され、下記
のとおり改訂します。�

平成１５年４月から�

加
西
市
国
民
健
康
保
険
税
�

条
例
の
一
部
を
改
正
す
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�

条
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制
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に
つ
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